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　事業継続や雇用などでお困りの皆さまへの支援を実施しています。
【事業者の皆さまへ】

制度 支援内容 問い合わせ先

売上が前年と比較して50%以上減少している事業者に対し、最大200万円（個人事業
主は最大100万円）を支給します。

売上が前年と比較して50％以上減少し、一定の要件を満たしている中小企業(個人事
業主を含む)に、最大40万円を支給します。

一時休業などにより労働者の雇用維持を図った場合、労働者1人1日につき、最大
8,330円まで助成します。(国の2020年度第2次補正予算で日額上限を15,000円に
増額)
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持続化給付金

千葉県中小企業再建
支援金

雇用調整助成金

感染拡大防止のため、テレワークの新規導入に取り組む、または取り組んだ中小事業
主に、最大300万円を支給します。

働き方改革推進支援
助成金

小学校や保育所などの臨時休業等により、子どもの世話が必要となった従業員に有給
の休暇（年次有給休暇は除く。）を取得させた事業主に対し、労働者1人1日につき、最
大8,330円まで助成します。(国の2020年度第2次補正予算で日額上限を15,000円
に増額)

小学校休業等対応助成金

個人で仕事をする人が、小学校や保育所などの臨時休業等により子どもの世話を行う
ため、契約した仕事ができなくなったときに、1日当たり4,100円を助成します。(国の
2020年度第2次補正予算で日額上限を7,500円に増額)

【個人事業主・フリーランス】
小学校休業等対応支援金

制度 支援内容 問い合わせ先

【特別措置を適用させていただくお客さま 】
以下の①～③を全て満たす方に適用します。
①長南町営ガスの供給について契約されている方
②新型コロナウイルス感染拡大の影響により生活福祉資金貸付制度の貸付がされて
　いる方、または、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う休業・失業等により、一時
　的にガス料金の支払いが困難であると町長が判断した方
③長南町ガス課にお申し出のある方
　【ガス料金の特別措置内容】
　令和2年2月から6月検針分のガス料金について、早収料金適用期間及び支払期限日
　（令和2年3月25日以降）となるものをそれぞれ1か月間延長します。

ガス課 ☎46-3401ガスの支払いの猶予
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保育所は、4月10日～5月30日の間、登園しなかった日の保育料を日割計算で返還
します。

育児休業からの復帰を前提として、4月の施設への入所が内定した方は、6月30日まで
育児休業を延長した場合でも、施設へ在籍することができます。

保 

育 福祉課 ☎46-2116

保育料の減免

保育施設の在籍確保

持続化給付金事業
コールセンター
☎0120-115-570

県中小企業再建支援金
相談センター
☎0570-04-4894

ハローワーク茂原
☎25-8609
雇用調整助成金等
相談コールセンター
☎0120-60-3999

テレワーク相談センター
☎0120-91-6479

学校等休業
助成金・支援金等
相談コールセンター
【個人事業主・フリーランス】
 ☎0120-60-3999

「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」として、当初3年間の実質無利子・無担保・
据置最大5年の融資を行います。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として、当初3年間の実質無利子・無担保・据置
最大5年の融資を行います。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として、当初3年間の実質無利子・無担保・据置
最大5年の融資を行います。
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千葉県制度融資

日本政策金融公庫の融資

商工中金の危機対応融資

経営の維持が困難な農林漁業者に、安定に必要な長期運転資金の融資を行います。
農林漁業

セーフティネット資金

県商工労働部経営支援課
　☎043-223-2707

日本政策金融公庫千葉支店
中小支援事業
　☎043-243-7121
国民生活事業
　☎043-241-0078

商工中金千葉支店
　☎043-248-2345

日本政策金融公庫千葉支店
農林水産事業
　☎043-238-8501
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